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10月27日（日） 参議院埼玉県選出議員補欠選挙の投票日です
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10
月
の
納
税

□
市
県
民
税（
第
3
期
）・
国
民
健
康
保
険

税（
第
4
期
）

　

納
期
限
は
10
月
31
日
㈭
で
す
。
口
座
振

替
の
場
合
も
、
10
月
31
日
㈭
が
振
替
日
に

な
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用
の
人
は
前
日
ま

で
に
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

□
夜
間
納
税
相
談
窓
口

　

日
中
来
庁
で
き
な
い
人
の
た
め
の
納
税

相
談
を
行
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
納
付
も
受
け
付
け
ま
す
。

10
月
31
日
㈭
、
11
月
29
日
㈮
午
後
5
時

15
分
～
7
時

・

収
税
課�

☎
21–

1
4
0
9


23–

2
2
3
8

10
月
か
ら
12
月
ま
で
は
滞
納
整
理

強
化
期
間
～
ス
ト
ッ
プ
！
滞
納
～

　

県
内
市
町
村
と
県
で
は
、「
滞
納
整
理
強

化
期
間
」を
設
け「
ス
ト
ッ
プ
！
滞
納
」を

合
い
言
葉
に
徴
収
対
策
を
進
め
て
い
ま

す
。
市
で
は
再
三
の
催
告
に
も
か
か
わ
ら

ず
市
税
を
納
付
い
た
だ
け
な
い
場
合
に

は
、
預
貯
金
・
給
与
・
不
動
産
の
差
押
え

な
ど
、
滞
納
解
消
に
向
け
た
取
組
を
行
い

ま
す
。

　

市
税
の
納
期
内
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

10
月
か
ら
3
月
ま
で
の
市
税
等
納
期
限
一

覧
表

納
期
限
市
県
民
税
固
定
資
産

税

国
民
健
康

保
険
税

10
月
31
日

第
3
期

第
4
期

12
月
2
日

第
5
期

12
月
25
日

第
3
期

第
6
期

1
月
31
日

第
4
期

第
7
期

3
月
2
日

第
4
期

第
8
期
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税
課�
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市
有
地
を
売
却
し
ま
す

　

市
が
保
有
す
る
土
地
を
一
般
競
争
入
札

で
売
却
し
ま
す
。
申
込
み
前
に
入
札
実
施

要
領
を
必
ず
確
認
し
て
、
ご
参
加
く
だ
さ

い
。
入
札
実
施
要
領
は
管
財
課
で
配
布
し

ま
す
。

入
札
期
日　
11
月
22
日
㈮
午
前
10
時
か
ら

（
要
事
前
申
込
）

総
合
会
館
地
下
1
階
Ｂ
01
会
議
室

物件
番号 所在地 地目 面積

1-1 新宿町27番
21、27番22 宅地 206.01㎡

1-2 美原町三丁
目10番2 畑 299㎡

1-3 山崎町16番
1 宅地 206.4㎡

1-4 山崎町17番
13 宅地 384.94㎡

1-5 山崎町18番
6 宅地 220.11㎡

※
市

で
現
地
の
写
真
等
を
掲
載
し
て
い

ま
す
。

管
財
課�

☎
21–

1
4
2
3
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4
0
3
1
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講
座
・
教
室
・

イ
ベ
ン
ト

募
集
・
求
人

健
康

高
齢
者
・
福
祉

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

子
育
て

図
書
館

相
談

コ
ラ
ム

市
民
情
報

（
伝
言
板・文
芸
）

浄化槽の補助金交付制度

　生活排水による河川等の水質汚濁を防止する
ため、既存の単独処理浄化槽やくみ取り便槽か
ら合併処理浄化槽に転換する人に予算の範囲内
で補助金を交付し、普及を図っています。
対象区域
　公共下水道認可区域及び生活排水を集合的に
処理する施設を有する区域を除く市内全域
補助対象要件
・環境省が定める環境配慮型浄化槽及び高度処

理型浄化槽の要件に該当する浄化槽であるこ
と

・10人槽以下の合併処理浄化槽で住宅に設置
するもの

・放流先が確保され、放流先の管理者との協議
が整っていること

・令和元年度中に設置するもの（既に施工をさ
れているものは補助対象にはなりません）

・県知事への登録・届出をしている工事業者で
浄化槽法に基づく浄化槽設備士の下で工事を

実施すること
※そのほかの要件もありますので、詳細は環境
センターへお問い合わせください。
補助金額

5人槽 7人槽 10人槽

設置費 352,000円 434,000円 568,000円

処分費 60,000円（限度額）

配管費 200,000円（限度額）

補助金合計 612,000円 694,000円 828,000円

・ 環境センター☎24-288824-2838

単独処理浄化槽から合
併処理浄化槽へ転換す
ると、排水の汚れを約
8分の1に減らすこと
ができます!

今回変更になった投票所一覧

選挙日程
告示日　10月10日（木）
投票日　10月27日（日）午前7時～午後8時
開票日　10月27日（日）午後9時から（北地区体育館）
投票できる人
　平成13年10月28日までに生まれた人（投票日当日満18歳
以上）で、令和元年7月9日までに東松山市に住民登録され、
引き続き3か月以上市内に住んでいる日本国民。
入場券
　投票所入場券は、10月10日ごろ、郵便で各家庭にお届
けします。
　入場券が万一届かなかったり、紛失したりしても東松山
市の選挙人名簿に登録されていれば、投票することができ
ますので、投票所の係員にお申し出ください。
期日前投票
　投票日当日に、仕事や旅行、病気、妊娠などにより投票
所に行けない人は、次の期間、場所で期日前投票ができま
す。

（投票所で時間が異なりますので、ご注意ください）
期間 場所

10月11日（金）～26日（土）
午前8時30分～午後8時

総合会館１階情報発信コー
ナー

10月20日（日）～26日（土）
午前9時30分~午後7時 高坂図書館大会議室

不在者投票
　当日の投票所にも、期日前投票所にも行けない人のため
の制度で、滞在地での投票、指定施設での投票、郵便によ

る投票があります。事前に申請などの手続きが必要となる
場合がありますので、お早めに選挙管理委員会までお問い
合わせください。
選挙公報
　有権者の皆さんに投票のための資料にしていただくた
め、各候補者の氏名、経歴、政見、顔写真などを掲載した
選挙公報を発行します。
　選挙公報は、投票日の前日までに新聞折り込みで各家庭
にお届けします。また、市役所、各市民活動センターなど
に選挙公報を備えておきますので、ご利用ください。
開票速報
市 をご確認ください。
投票所が一部変わります
　入場券の表面に、ご自分の投票する場所が記載されてい
ますので、お間違えのないようお越しください。
投票区 変更前 変更後

5 松山第一小学校放課後子
ども教室 松山中学校美術室

11 和泉町集会所 松山女子高等学校部室棟
13 東平自治会館 平野市民活動センター内

17 唐子市民活動センター工
作室 唐子小学校体育館

21 高坂市民活動センター内 高坂小学校体育館

27 野本市民活動センター工
作室

野本コミュニティセン
ター

選挙管理委員会☎21-144324-6123

第5投票所
松山中学校美術室

松葉町2-6-11

第17投票所
唐子小学校体育館

大字新郷642

第11投票所
松山女子高等学校部室棟

和泉町2-22

第21投票所
高坂小学校体育館
大字高坂1179

第13投票所
平野市民活動センター内

大字東平567-1

第27投票所
野本コミュニティセンター

大字下野本1157-1

桃の木保育園

北地区体育館

松山第二小学校

東平自治会館

北中学校

東松山市役所
東松山市役所

東松山市
総合会館

松山高校前

松山第一小学校

松山幼稚園第5投票所

第13投票所

至高坂駅

至森林公園駅

東
松
山
駅

西
口

松山南幼稚園

唐子中央公園

からこ保育園 野本小学校

野本市民活動センター

埋蔵文化財センター
学校給食センター

整形外科病院 野本運動場

古凍

唐子地区体育館

唐子市民活動センター郵便局

箭弓稲荷神社

高坂駅東口

長松寺

コンビニ
高坂分署

高坂市民活動センター
南地区体育館

至
東
松
山
駅

至
北
坂
戸
駅

箭弓神社前

コンビニ

自転車店

第11投票所

第21投票所
第17投票所

第27投票所


